
◎組合議会議員の報酬、費用弁償 

及び期末手当に関する条例 

 

制  定 昭３５．４． １ 条例５ 

最近改正 平１０．３．２３ 条例７ 

 

（目  的） 

第１条 この条例は、組合議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めることを目的とす

る。 

（報  酬） 

第２条 報酬は次のとおりとする。 

議 長     年額    １０１，０００円 

副 議 長     年額     ９４，０００円 

委 員 長     年額     ９０，０００円 

副委員長     年額     ８８，０００円 

議 員     年額     ８２，０００円 

２ 前項の報酬は、併給しない。 

（昭３６条例１、昭３７条例２、昭４１条例１２、昭４３条例１、昭４６条例２、昭４９条例２、昭５２条例３、

昭５５条例２、昭６０条例２、平２条例２、平６条例１、平１０条例７一部改正） 

（報酬の支給方法） 

第３条 報酬は、新たに議員となった者には、その日からこれを支給し、離職又は死亡した者には、その月分の

全額を支給する。ただし、任期満了その他の事由により離職し離職の月において再び議員となった場合は、報酬

の支給については、引き続き在職するものとみなす。 

２ 職の異動により議員の受ける報酬に異動があった場合は、その日から新たな額の報酬を支給する。 

３ 前２項の規定により報酬を支給する場合であって、日割計算を必要とするときは、その月の現日数を基礎と

してこれを行う。 

（報酬支給期） 

第４条 報酬は、年額を４分し、毎年６月、９月、１２月及び翌年３月にこれを支給する。 

（費用弁償） 

第５条 議員が公務のため旅行したときは、その費用弁償として、旅費に関する条例（昭和３５年淀川右岸水防

事務組合条例第６号）の定めるところにより旅費を支給する。 

（期末手当） 

第６条 ６月又は１２月に在職する議員には、別に条例で定めるところにより期末手当を支給することができる。 

（施行の細目） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附  則 

この条例は、公布の日から施行し、事務組合設立の日に遡って適用する。 

附  則（昭和３６．４．１ 条例１） 

この条例は、公布の日から施行し、昭和３６年４月１日から適用する。 

附  則（昭和３７．４．２０ 条例２） 



１ この条例は、公布の日から施行し、昭和３６年１０月１日から適用する。 

２ 改正前の条例の規定に基づいてすでに議員に支払われた昭和３６年１０月１日以降この条例の施行の日の前

日までの期間に係る報酬及び期末手当は改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。 

附  則（昭４１．３．２６ 条例１２） 

この条例は、昭和４１年４月１日から施行する。 

附  則（昭４３．３．２９ 条例１） 

この条例は、昭和４３年４月１日から施行する。 

附  則（昭４６．３．２９ 条例２） 

この条例は、昭和４６年４月１日から施行する。 

附  則（昭４９．３．２９ 条例２） 

この条例は、昭和４９年４月１日から施行する。 

附  則（昭５２．３．３０ 条例３） 

この条例は、昭和５２年４月１日から施行する。 

附  則（昭５５．３．２８ 条例２） 

この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

附  則（昭６０．３．２５ 条例２） 

この条例は、昭和６０年４月１日から施行する。 

附  則（平２．３．３０ 条例２） 

この条例は、平成２年４月１日から施行する。 

附  則（平６．３．２３ 条例１） 

この条例は、平成６年４月１日から施行する。 

附  則（平１０．３．２３ 条例７） 

この条例は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

  


